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公正取引委員会の審決について 

 

 当社は、平成１５年１０月３１日付で、公正取引委員会より、子会社である音楽レコード会社２社

(㈱徳間ジャパンコミュニケーションズ及び日本クラウン㈱）の保有する管理楽曲について、同業

他社の一部への使用許諾を留保したことについて取引先等に告知した行為に関し、「私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律」第１９条・不公正な取引方法第１５項（競争者に対する取引

妨害）の規定に違反するものとして、同法第４８条第１項の規定に基づく勧告を受けましたが、こ

れを不応諾とし審決を求めて来たところ、平成２１年２月１６日に審決の送達を受けました。 

 審決は、当社の行為が、独占禁止法第１９条に違反するものの、当該行為は既に無くなっている

と認められる、というものです。そして審決では、当該行為について格別の措置は命じないもの

とし、何らの排除措置命令及び不作為命令も行われませんでした。 

 この度の当社に対し格別の措置を命じないとする内容の審決は、平成１５年１０月３１日付の勧告

を不服とする当社の主張の正当性が相当程度認められたものと考えており、これを受け入れるこ

とといたしました。 

 関係各位にはご心配をお掛けいたしましたが、今回の審決による当社及び当社グループの業績

に与える影響はありません。 

以 上 


